
◎
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
法
律
第
九
〇
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
・
衆
議
院
法
務
委
員

会

）

○
千
葉
国
務
大
臣

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
、
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
を
便
宜
一
括
し
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。

政
府
に
お
い
て
は
、
人
事
院
勧
告
の
趣
旨
等
に
か
ん
が
み
、
一
般
の
政

府
職
員
の
給
与
を
改
定
す
る
必
要
を
認
め
、
今
国
会
に
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
提
出
い
た
し
て

お
り
ま
す
が
、
裁
判
官
及
び
検
察
官
に
つ
き
ま
し
て
も
、
一
般
の
政
府
職

員
の
例
に
準
じ
て
、
そ
の
給
与
を
改
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
こ
の

両
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
し
て
、
改
正
の
内
容
は
、
次
の
と

お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一
般
の
政
府
職
員
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
の
民
間
の
賃
金
水
準
に

合
わ
せ
て
俸
給
月
額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

裁
判
官
の
報
酬
月
額
及
び
検
察
官
の
俸
給
月
額
に
つ
い
て
も
、
お
お
む
ね

こ
れ
に
準
じ
て
引
き
下
げ
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
改
定
に
伴
い
、
平
成
十
七
年
の
改
正
法
に
お
い
て
定
め

ら
れ
た
経
過
措
置
に
つ
い
て
も
所
要
の
改
正
を
加
え
る
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

こ
れ
ら
の
給
与
の
改
定
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
場
合
と
同
様
に
、
公

布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
、
た
だ
し
公
布
の
日
が
月
の
初
日
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
の
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
に
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
六
日
）

○
滝
実
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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案
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

両
案
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
伴
い
、
裁
判
官
の
報
酬
月

額
及
び
検
察
官
の
俸
給
月
額
の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
三
法
律
案
は
、
去
る
二
十
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
日
千
葉

法
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
を
行
い
、
採
決

の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
昨
日
、
各
案
に
関
し
各
委
員
か
ら
発
言
が
あ
り
ま
し
た
こ
と
を

申
し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
法
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
）

○
松
あ
き
ら
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
の
改
定
に
伴
い
、
こ
れ
に
準
じ
て
裁
判
官

の
報
酬
月
額
及
び
検
察
官
の
俸
給
月
額
の
引
下
げ
等
を
行
お
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
三
法
律
案
を
一
括
し
て
審
査
を
行

い
、
裁
判
官
の
報
酬
及
び
検
察
官
の
俸
給
を
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
改

定
に
準
じ
て
改
定
す
る
趣
旨
及
び
合
理
性
、
男
性
裁
判
官
の
育
児
休
業
取

得
の
現
状
と
環
境
整
備
の
必
要
性
、
司
法
制
度
改
革
に
つ
い
て
の
法
務
大

臣
の
所
見
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録

に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
仁
比
委
員
よ
り
、
裁
判
官
報
酬
法
改
正
案
及
び
検
察
官
俸
給
法
改
正

案
に
反
対
、
裁
判
官
育
児
休
業
法
改
正
案
に
賛
成
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
裁
判
官
報
酬
法
改
正
案
及
び
検

察
官
俸
給
法
改
正
案
は
そ
れ
ぞ
れ
多
数
を
も
っ
て
、
裁
判
官
育
児
休
業
法

改
正
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い

た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

九


